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は
、
８
月
２
日
の
花
火
の
時
間
帯

（
19
時
30
分
〜
21
時
）
に
車
両
通
行
止
め
に
な
り
ま
す

至
川
越
市埼玉りそな
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８月２・３日�・�

による交通規制を実施

狭
山
市
が
誇
る
夏
の
風
物
詩「
入
間
川
七
夕
ま
つ
り
」を
、

８
月
２
・
３
日
の
土
・
日
曜
日
に
開
催
し
ま
す
。期
間
中
は
交

通
規
制
が
実
施
さ
れ
ま
す
の
で
、車
で
お
出
か
け
の
方
は
ご

注
意
く
だ
さ
い
。な
お
、祭
の
催
し
物
な
ど
の
詳
細
は
広
報
さ

や
ま
７
月
２５
日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

交通規制区域内のほか、一部の停留所からの乗降が
できませんので、ご注意のうえご利用ください交通規制図

開
催
日
時
８
月
２
日
�
、１２
時
〜
２２
時
と

３
日
�
、１０
時
〜
２１
時

交
通
規
制
時
間

▼
２
日
…
１２
時
〜
２２
時
３０
分
▼
３
日
…
１０

時
〜
２１
時
３０
分

※
こ
の
時
間
帯
以
外

に
、８
月
２
日
の
花
火
大
会
開
催
中
、交
通

規
制（
車
両
通
行
止
め
）が
実
施
さ
れ
る
区

域
が
あ
り
ま
す

●
問
い
合
わ
せ
狭
山
市
観
光
協
会
へ
�

９
５
３
‐
１
２
０
５

８
月
２
日
�
は
、館
内

の
混
雑
を
避
け
る
た
め
、

１７
時
に
閉
館
し
ま
す
。

●
問
合
わ
せ
中
央
図
書
館

へ
�
９
５
４
‐
４
６
４
６
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お
知
ら
せ

三
味
線
な
ど
の

寄
附
を
お
願
い
し
ま
す

小
・
中
学
校
の
音
楽
教
育
で
三

味
線
や
琴
、和
太
鼓
な
ど
を
教
え

て
い
ま
す
。学
校
教
育
に
役
立
て

る
た
め
、ご
家
庭
で
使
わ
な
い
こ

れ
ら
の
和
楽
器
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

寄
附
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、三
味
線
な
ど
の
種
類
は

問
い
ま
せ
ん
。

問
合
せ
学
校
教
育
課
へ
内
線
５
６

５
３７

月
２１
日
に
茶
の
花
号
を

臨
時
運
行
し
ま
す

福
祉
循
環
バ
ス
茶
の
花
号
は
月

曜
日
が
運
休
で
す
が
、７
月
２１
日

（
海
の
日
）は
、東
・
西
・
北
中
コ
ー

ス
を
臨
時
運
行
し
ま
す
。ど
な
た

で
も
ご
乗
車
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
高
齢
者
福
祉
課
へ
内
線
１

５
７
２保

育
士
登
録
を

申
請
し
ま
し
ょ
う

児
童
福
祉
法
の
改
正
に
よ
り
保

育
士
資
格
が
法
定
化
さ
れ
、都
道

府
県
の
保
育
士
登
録
簿
に
登
録
し

な
け
れ
ば
、保
育
士
の
名
称
を
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
。保
育
士
の
資
格
を
お
持
ち
の

方
は
、登
録
手
続
き
を
し
ま
し
ょ

う
。申
請
用
紙
は
、児
童
福
祉
課
、

出
張
所
、市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ

ー
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
児
童
福
祉
課
へ
内
線
１
５

３
４

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

入
間
川
小
学
校
の

プ
ー
ル
を
開
放
し
ま
す

８
月
の
開
放
日
時
１
日
�
と
６
日

�
〜
３１
日
�
、９
時
３０
分
〜
１７
時

（
１１
時
３０
分
〜
１２
時
１５
分
と
１４
時

３０
分
〜
１４
時
４５
分
を
除
く
）
※

入
場
者
は
付
き
添
い
の
方
も
、必

ず
水
着
・
水
泳
帽
を
着
用
。混
雑
時

に
は
入
場
制
限
あ
り

問
合
せ
体

育
課
へ
内
線
５
７
１
１

募
集リサ

イ
ク
ル
マ
ー
ケ
ッ
ト
・

さ
や
ま
実
行
委
員

内
容
リ
サ
イ
ク

ル
マ
ー
ケ
ッ
ト

（
年
２
回
）の
企

画
、準
備
、運
営

な
ど

対
象
市

内
在
住
で
平
日

の
昼
間
に
活
動

で
き
る
方

申
込
み
は
が
き
に
住

所
、氏
名
、電
話
番
号
、年
齢
を
記

入
し
、廃
棄
物
対
策
課
へ
内
線
３

６
１
１子

育
て
支
援
施
設
の

臨
時
職
員

勤
務
時
間
８
月
２０
日
�
〜
平
成
１６

年
２
月
１９
日
�
の
週
４
日
、９
時

３０
分
〜
１６
時
３０
分（
日
・
祝
日
・
年

末
年
始
を
除
く
）
勤
務
地
乳
幼

児
情
報
セ
ン
タ
ー
、地
域
交
流
セ

ン
タ
ー（
新
狭
山
）
内
容
乳
幼
児

に
関
わ
る
子
育
て
の
ア
ド
バ
イ
ス
、

遊
び
の
指
導
な
ど

対
象
保
育
士

資
格
の
あ
る
方
、乳
幼
児
の
保
育

に
従
事
し
た
経
験
の
あ
る
方
、子

育
て
支
援
に
関
心
を
お
持
ち
の
方

募
集
人
員
３
名

時
給
９
６
５
円

（
有
資
格
者
の
場
合
）
※
交
通
費

の
支
給
な
し
。採
用
期
間
に
応
じ

て
有
給
休
暇
あ
り
。書
類
・
面
接
で

選
考

申
込
み
７
月
３１
日
�
ま
で

に
写
真
を
張
っ
た
履
歴
書
を
持
っ

て
子
育
て
支
援
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
へ
内
線
１
６
１
２

不
用
品
登
録
制
度

譲
り
ま
す
▽
空
手
着（
小
学
４
〜

５
年
生
用
）▽
製
図
板
と
ド
ラ
フ

タ
ー
セ
ッ
ト
▼
剣
道
着（
大
人
用

Ｌ
）▼
電
子
ピ
ア
ノ
▼
整
理
ダ
ン

ス（
６０
�
）▼
じ
ゅ
う
た
ん（
６
畳
）

◇
子
ど
も
用
食
卓
椅
子
◇
オ
ッ
ト

マ
ン（
足
置
き
）付
き
リ
ク
ラ
イ
ニ

ン
グ
チ
ェ
ア
ー

譲
っ
て
く
だ
さ
い
▼
扇
風
機
◇
パ

ッ
チ
ワ
ー
ク
用
ア
イ
ロ
ン
と
ア
イ

ロ
ン
台
◇
剣
道
着
ま
た
は
柔
道
着

（
１
３
０
�
〜
１
５
０
�
）◇
ウ
ォ

ー
タ
ー
ベ
ッ
ト
◇
ワ
ー
プ
ロ（
ナ

シ
ョ
ナ
ル
文
豪
）◇
職
業
用
ミ
シ

ン
ま
た
は
工
業
用
ミ
シ
ン
◇
電
動

三
輪
車（
大
人
用
）◇
チ
ャ
イ
ル
ド

シ
ー
ト

※
▽
は
有
料
、▼
は
無
料
、◇
は
応

相
談
。利
用
は
市
内
在
住
の
方
に

限
り
ま
す
。交
渉
は
本
人
同
士
で

行
い
、ト
ラ
ブ
ル
の
際
も
対
処
し

て
く
だ
さ
い
。有
効
期
限
は
６
か

月
、再
登
録
も
で
き
ま
す

問
合

せ
・
登
録
月
〜
土
曜
日
、９
時
〜
１５

時
３０
分（
１１
時
３０
分
〜
１３
時
と
祝

日
を
除
く
）に
不
用
品
登
録
専
用

電
話
へ
�
９
５
４
‐
４
９
５
３

主に市からのお知らせを掲載します。定
員は原則として先着順、「場所」の記載がな
い催しは、問合せ先が会場となります。
市役所の所在地は〒３５０‐１３８０ 狭山市
入間川１‐２３‐５、連絡先は�０４２‐９５３‐
１１１１、�０４２‐９５４‐６２６２です。
http://www.city.sayama.saitama.jp/

国民年金の第３号被保険者の
届出はお済みですか？

会社員など、厚生年金保険・共済組合の加入
者（第２号被保険者）に扶養されている配偶者
は、国民年金の第３号被保険者になります。第３
号被保険者の保険料は配偶者の加入している
年金制度全体で負担しますので、個人で負担
する必要はありませんが、届け出が必要です。
届け出の遅れが２年を超えた場合、その期間

は保険料未納期間となり、将来の年金が減っ
たり、受けられなくなってしまう場合もあり
ますのでご注意ください。
なお、第３号被保険者の届出は、本人の申し

出を受けて配偶者の勤務先が社会保険事務所
に行います。届け出がされているかどうかな
ど、不明の方はお早めにご確認ください。
問合せ保険年金課内線１０５５か所沢社会保険事
務所へ�９９８‐０１００

広報さやま ２００３．７．１０号

■
暮
ら
し
の
情
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国
民
年
金
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届
出
／
お
知
ら
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／
ス
ポ
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ツ
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レ
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／
募
集
／
不
用
品
登
録
制
度
）
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